
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ７ 年 ５ 月 29日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 20号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 及 び 大 阪 広 域

水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る

規 程  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 15号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

第53条  （略） 第53条  （略） 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 

(３ ) 基準日前１箇月以内又は基準日か

ら当該基 準日に対 応する支 給日の前 日

までの間 に離職し た職員（ 前２号に 掲

げる者を 除く。） で、その 離職した 日

から当該 支給日の 前日まで の間に拘 禁

刑以上の刑に処せられたもの 

(３ ) 基準日前１箇月以内又は基準日か

ら当該基 準日に対 応する支 給日の前 日

までの間 に離職し た職員（ 前２号に 掲

げる者を 除く。） で、その 離職した 日

から当該 支給日の 前日まで の間に禁 錮

以上の刑に処せられたもの 

(４ ) 次条第１項の規定により期末手当

の支給を 一時差し 止める処 分を受け た

者 （ 当 該 処 分 を 取 り 消 さ れ た 者 を 除

く。）で 、その者 の在職期 間中の行 為

に係る刑 事事件に 関し拘禁 刑以上の 刑

に処せられたもの 

 

(４ ) 次条第１項の規定により期末手当

の支給を 一時差し 止める処 分を受け た

者 （ 当 該 処 分 を 取 り 消 さ れ た 者 を 除

く。）で 、その者 の在職期 間中の行 為

に係る刑 事事件に 関し禁錮 以上の刑 に

処せられたもの 

 

第 54条  （略） 第54条  （略） 

(１ ) 離職した日から当該支給日の前日

までの間 に、その 者の在職 期間中の 行

為に係る 刑事事件 に関して 、その者 が

起訴（当 該起訴に 係る犯罪 について 拘

禁刑以上 の刑が定 められて いるもの に

限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131

号）第６ 編に規定 する略式 手続によ る

ものを除 く。第３ 項第３号 において 同

じ。）を され、そ の判決が 確定して い

ない場合 

(１ ) 離職した日から当該支給日の前日

までの間 に、その 者の在職 期間中の 行

為に係る 刑事事件 に関して 、その者 が

起訴（当 該起訴に 係る犯罪 について 禁

錮以上の 刑が定め られてい るものに 限

り 、 刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 23年 法 律 第 131

号）第６ 編に規定 する略式 手続によ る

ものを除 く。第３ 項第３号 において 同

じ。）を され、そ の判決が 確定して い

ない場合 

(２ ) （略） (２ ) （略） 



２ （略） ２ （略） 

３ （略） ３ （略） 

(１ ) 一時差止処分を受けた者が、当該

一時差止 処分の理 由となっ た行為に 係

る刑事事 件に関し 拘禁刑以 上の刑に 処

せられなかった場合 

(１ ) 一時差止処分を受けた者が、当該

一時差止 処分の理 由となっ た行為に 係

る刑事事 件に関し 禁錮以上 の刑に処 せ

られなかった場合 

(２ )・ (３) （略） (２ )・ (３) （略） 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大

阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 25号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第23条  （略） 第23条  （略） 

(１ ) 職員が刑事事件に関し起訴（当該

起訴に係 る犯罪に ついて拘 禁刑以上 の

刑が定め られてい るものに 限り、刑 事

訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編

に 規 定 す る 略 式 手 続 に よ る も の を 除

く。以下 同じ。） をされた 場合にお い

て、その 判決の確 定前に退 職をした と

き。 

(１ ) 職員が刑事事件に関し起訴（当該

起訴に係 る犯罪に ついて禁 錮以上の 刑

が定めら れている ものに限 り、刑事 訴

訟法（昭和23年法律第131号）第６編に

規定する 略式手続 によるも のを除く 。

以下同じ 。）をさ れた場合 において 、

その判決の確定前に退職をしたとき。 

(２ ) （略） (２ ) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ （略） ５ （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当 該支払差 止処分の 理由とな っ

た 起 訴 又 は 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に つ

き、判決 が確定し た場合（ 拘禁刑以 上

の刑に処 せられた 場合及び 無罪の判 決

が確定し た場合を 除く。） 又は公訴 を

提 起 し な い 処 分 が あ っ た 場 合 で あ っ

て、次条 第１項の 規定によ る処分を 受

けること なく、当 該判決が 確定した 日

又は当該 公訴を提 起しない 処分があ っ

た日から６月を経過した場合 

(２ ) 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当 該支払差 止処分の 理由とな っ

た 起 訴 又 は 行 為 に 係 る 刑 事 事 件 に つ

き、判決 が確定し た場合（ 禁錮以上 の

刑に処せ られた場 合及び無 罪の判決 が

確定した 場合を除 く。）又 は公訴を 提

起しない 処分があ った場合 であって 、

次条第１ 項の規定 による処 分を受け る

ことなく 、当該判 決が確定 した日又 は

当該公訴 を提起し ない処分 があった 日

から６月を経過した場合 

(３ ) （略） (３ ) （略） 



６～10 （略） 

 

６～10 （略） 

 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場

合等の退職手当の支給制限） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合

等の退職手当の支給制限） 

第24条  （略） 第24条  （略） 

(１ ) 当該退職をした者が刑事事件（当

該退職後 に起訴を された場 合にあっ て

は、基礎 在職期間 中の行為 に係る刑 事

事件に限 る。）に 関し当該 退職後に 拘

禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(１ ) 当該退職をした者が刑事事件（当

該退職後 に起訴を された場 合にあっ て

は、基礎 在職期間 中の行為 に係る刑 事

事件に限 る。）に 関し当該 退職後に 禁

錮以上の刑に処せられたとき。 

(２ )・ (３) （略） (２ )・ (３) （略） 

２～６ （略） 

 

２～６ （略） 

 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第25条  （略） 第25条  （略） 

(１ ) 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為 に係る刑 事事件に 関し拘禁 刑

以上の刑に処せられたとき。 

(１ ) 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為 に係る刑 事事件に 関し禁錮 以

上の刑に処せられたとき。 

(２ )・ (３) （略） (２ )・ (３) （略） 

２～６ （略） 

 

２～６ （略） 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手

当相当額の納付） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手

当相当額の納付） 

第27条  （略）  第 27条  （略）  

２・３ （略） ２・３ （略） 

４  退職手当の受給者が、当該退職の日か

ら６月以内に基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し起訴をされた場合にお

いて、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の

刑に処せられた後において第 25条第１項

の規定による処分を受けることなく死亡

したときは、企業長は、当該退職手当の

受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由

として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者で

あった場合には、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納

付を命ずる処分を行うことができる。 

４  退職手当の受給者が、当該退職の日か

ら６月以内に基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し起訴をされた場合にお

いて、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑

に処せられた後において第 25条第１項の

規定による処分を受けることなく死亡し

たときは、企業長は、当該退職手当の受

給者の死亡の日から６月以内に限り、当

該退職手当の受給者の相続人に対し、当

該退職をした者が当該刑事事件に関し禁

錮以上の刑に処せられたことを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であっ

た 場 合 に は 、 失 業 者 退 職 手 当 額 を 除

く。）の全部又は一部に相当する額の納

付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過

措 置 ）  

２  刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 67号 ） 及 び 刑 法 等 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関 す る 法 律 （ 令

和 ４ 年 法 律 第 68号 ） 並 び に こ の 規 程 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑

（ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 こ の

規 程 に よ る 改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 第 54

条 第 １ 項 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 ３ 項 （ 第 ３ 号 に 係 る 部

分 に 限 る 。 ） （ こ れ ら の 規 定 を 同 規 程 第 55条 第 ５ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら

れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 に 伴 う

経 過 措 置 ）  

３  刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 及 び 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施

行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関 す る 法 律 並 び に こ の 規 程 の 施 行 前 に 犯

し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を

さ れ た 者 は 、 こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職

手 当 に 関 す る 規 程 第 23条 第 １ 項 及 び 第 ５ 項 、 第 24条 第 １ 項 （ 第 １ 号 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 27条 第 ４ 項 並 び に 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 第 27条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘

禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。  


